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重
農
派
租
税
論
の
基
礎
問
題

島

恭

彦

重
農
振
秘
説
論
の
立
場
と
そ
の
問
題

租
税
論

は
重
農
學
汲

の
膿
系

の
重
要
な
部
分

で
あ

る
。
こ

の
畢

沃

の
創

設
者

ケ
ネ

ー
は
言

ふ
ま

で
も
な
く

、

ミ
ラ
ボ
ー
侯

は

「
租

娩

理
論
」

の

一
書
を
著

し
.

メ

ル
シ

ェ

・
ド

・
ラ

・
リ
ビ

ェ
ー
ール
は
重
農

主
義

を
罷
系

化
し
た
と
云
は
れ

る

「,
政
治
就
會

の
自
然

的

秩
序
」

の
前
半

を
租
税
論

に
當

}、
、

デ

ュ
ポ

ン
、
チ

ュ
ル
ゴ

ー
、

ア
ベ

ポ
ボ

オ
ド

ー
等

は
そ
れ
ん
＼

租
税

に
關

す

る
理
論
的

、
實
際

■的
勢
作

を
褒
表

し
て
み

る
。
か
や
う

に
重
農
汲

が
租
税
論

に
特
別

の
注
意

を
彿

つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
云
ふ
ま

で
も
な
く
蕉
制
度

の

改
革

に
つ
い
て
租
税
制
度

が
最
も
大
な

る
問

題
を
提
供

し
て
み
た

か
ら

で
あ

る
。
併

し
ま
た
経
済
學
を
そ

の
櫃
軸

と
し
乍
ら
も
、
廉

く
政
治

、
就
會

問
題

の
考
察

に
ま

で
及
び
、
デ

ュ
ポ

ン
の
所
謂

「
ブ
イ
ジ
オ
ク
ラ

シ
ー
、

即
ち
人
類

に
最
も
有
利
な
政
府

の
自
然
的

構

造
」

〔℃
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重
農
汲
租
税
論
の
基
需

題

第
四
+
六
巻

九
六

笙

號

九
六

ラ
ン
ス
の
瀧
會
状
勢
と
そ
こ
で
重
農
汲

の
占
め
る
立
場

か
ら
し
て
読
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

フ
一・
ン
ス
　

‡

四
世
の
時
代
始
め
・
暴

羅

が
成
立
・
・
塁

蓮

的
鞍

あ
・
　

統
治
・
始
め

顛

た
。
。
の
国
家
は
封
露

商

の
羅

の
後
に
成
立
し
た
強
大
な
屡

及
び
貴
肇

三
身
分

の
嘉

よ
り
成
り
而
も
翼

政
府
よ
り

騨

俸
給
を
支
佛
は
れ
る
近
代
的
な
官
僚
機
構
に
支

へ
ら
れ

て
る
る
。
か
や
う
な
組
織
は
莫
大
な
貨
幣
を
必
要

と
す
る
。
租
税
は
周

く
金

㎞

納
化
荒

・
と
同
時
・
、
高
利
募

本

(ぎ

量

奮

の
國
家
の
蓬

毒

つ
た
。
・
し
蚕

糖

荒

蒔

政
溝

　

イ
ナ

㎞

。
シ
エ
の

勇

る
馨

請
負
人

の
手
は
、
嘉

雰

商
・叩馨

化
し
て
み
な
い
農
村
・
・
で
は

・
め
ぐ
ら
さ
莞

.
・
・
に
・
・

畿

ン
ス
農
村
の
深
刻
な
肇

と
封
釜

座
の
漿

開
始
さ
れ
る
.
・
の
募

は
ブ

イ
ナ
ン
シ
・
に
・
つ
・
吸
牧
・
れ
費

禁

璽

盛

業
の
渤
鰹

宮
庭
の
舞

撃

等
に
つ
ぎ
こ
ま
莞

爲
に
雇

稽

・
た
.
封
纏

會
の
建

姦

力
的
・
解
消
す
る
に
は
、

・
・

.㎜
騨

陛械側諜
解
離

簿

磯
仰嬉

幾

離

難

航鯨
馨

雛

未
練
を
持
っ
て
る
叢

濃
汲

の
立
場
か
・
す
れ

ば
、
財
政
・
纂

馨

的
作
捏

咀
は
・
い
・

の
で
あ
っ
た
・
芒

て
、三
フ
ボ
ー

盤
ロ

リ

侯
の
租
税
論

の
日覆

の

一
句
は

「憎
臭

き
・　.葉
、

・
イ
ナ

・
シ
・
を
絶
滅
・
奮

て
は
な
・
蔦

」
で
経

っ
て

る
る
・
ミ
ラ
ボ

鞭

,
は
こ
の
書
物

の
。
で
、
親

と
桑

の
利
益
を
調
和
し
や
う
と
試
み
た
が
、
・
ネ
塞

、
金
融
、
財
政
上
の
わ
す
・
は
・
い
技

鍵

術
よ
り
も
嚢

國
の
要

な
自
然
的
統
治
を
推
賞
・
、
略
奪
的
な
親

・
改
革
・
て
土
地
財
磨

利
垂

致
喜

や
う
と
し
た
・

盤

か
や
う
な
租
税
と
土
地
財
産
の
調
和
論
・
於
て
、
轟

派
竺

般
・
箒

星

・
封
ず
・
蓬

財
産
の
擁
馨

と
し
て
の
譲

を
と

聾

っ
て
み
る
。
託

空

穂

の
擬
制
で
あ
り
、
實
縫

等

の
謹

す
・
も
の
は
近
代
的
な
私
有
財
産
な
の
で
あ

る
が
・
こ
の
擬
制

は
他
.

ハ
・



人

の
眼
を
欺
き
、
ま
た
自

ら
を

さ

へ
も
欺
く
ほ
ど

の
巧
妙

な
も

の
で
あ
っ
た
。

而
も
彼
等

は
こ
の
財
産

の

「
庇
護
権
」

(跨
自
o
「葱

の

一三
恥
p
冨
)
を
世
襲

的
王
制

に
求

め
る
。

こ
の
国
家

は
そ

の
基
礎

を
土
地
財
産

の
課
税

の
上

に
置

き

、
土
地
財
産

は
こ
の
國
家

に
よ
っ

て
保
護

さ
れ

る
。

こ
れ
が
重
農
淑

の
言

ふ
と
こ
ろ

の
租
税
槽

と
財
産

槽

の
調
和

で
あ
り
、
両
者

の
自
然

的
秩
序

で
あ
る
。

吾

々
は
革
命
前

の

フ
ラ

ン
ス
に
於

て
貨
幣
経
済

に
ま
き

こ
ま
れ
た
国
家
行

政
を
憎

み
、
農
業

と
自
然

を
愛
す

る
も
う

一
人

の
思
想

家

ル
ソ
:
を
知

つ
一、
み
る
。
彼

は

「
民
約
論
」

の
申

で
次

の
様

に
言

っ
て
み

る
。

「
金
鏡
を
與

へ
れ

ば
、

諸
君

は
ま
も
な
く
鐵
鎖
を

も

つ
や
ヶ

に
な

る
だ
ら
う
。
財

政

3
コ
雪
。
①
)
と
云

ふ
言
葉

は
奴
隷

の
言

葉

で
あ

っ
て
、
都
市
国
家

に
は
知
ら
れ
な
か

っ
た
も

の
だ
。

眞

に
自
由
な
國

に
於

て
は
市
民
は
萬
事

を
自
分

の
腕

で

し
プ」
何
事
も

金
銭

で
は
し
な

い
♂
L
ル
ソ

ー
は
か
う
言

っ
て
、
金
納
租
税

の
贋

止
ふ
}夫
役
制
度

へ
の
復
麟
を
古
張

し
て
み

る
が

、
こ
の
恐

ろ
し
く
極
端

な
復
古
童
義

に
較

べ
る
と
.
重
農
派

の
方

が
ま

だ
し
も
近
代

的

で
あ
る
檬

に
見

え
る
だ
ら
う
。
重
農
汲

の
理
想

は
農
業
国
家

で
は
あ

る
が
、
そ
れ

は
夫
役

や
現
物
税

が
慶
止

さ
れ
金
納
租
税

に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
た
大
國
家

で
あ

っ
た
。
併

し
他
面
か
ら
見
れ

ば
、

ル
ソ
ー
は
人
民

の
農
業

と
勢

働
奉
仕

に
基
礎
を
置
く
小
共
和
國

の

理
想

の
中

に
重
農
派

よ
り
は

、
は

る
か
に
近
代
的
な
人
民
主
構
論
を
述

べ
た

の
で
あ

っ
た
。
然

る
に
重
農
汲
は
あ
く
ま

で
土
地
貴
族

の
立
場

に
近
く

.
ル
ソ
ー
の
最
も
嫌
悪

す
る
専
制
主
義

の
擁
護
者

で
あ
り

、
専
制
国
家

の
庇
護

の
下
に
土
地
財
産

の
自
然

的
秩

序
を

維
持
し
や
う
と
す

る
。
ル
ソ
ー
で
は
政
治
罷
を
自
然
的
秩
序
に
引
き
戻
す
た
め
に
は
、
し
ば
く

人
民
の
肚
會
契
約
の
解
除
と
革
命

に
よ
ら
ね

ば
な
ら

な

い
が
、
重
農
派

で
は
自
然
的
秩
序
は
、
た

Ψ
専

制
君
主

の
啓
蒙

に
よ

っ
て
政
治
髄

の
内
に
な
め
ら
か

に
滑
り

こ

む
。

こ
の
重
農
涙

の
立
場

は
伊

太
利

ト

ス
カ
ナ
の
領

主

や
バ

ー
ゲ

ン
公

・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ

ヒ
に
箪
税
論

を
　祝
い
て
ま
は

っ
た
デ

ユ
ボ

ン
、

ミ
ラ
ボ
ー
等

の
税
…制
改
革

運
動

の
・甲
に
窺

は
れ
や
う
。
.

重
農
派
租
税
論
の
基
礎
問
題

第
四
十
六
巷

九
七

第

一
號

九
七
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重
農
汲
租

税
論

の
基
礎
問
題

第
四
+
六
巻

九
八

第

一
號

九
八

吾

々
は

、
併

し
乍

ら

(

右

の
檬

な

軍
曲
辰
汲

の
保

守
性

に
封

し

ザ、
新

し

い
側

面

を

も

考
察

し

な
け
れ

ば
な

ら

な

い
。

重

農

菰
が

略
奪

的

な
租

税

に
封

し

て
擁

護

し

ゃ
う

と

し

て
る

る
土

地
財

産

は

、

も

は

や

そ

の
當

時

の

フ
ラ

ン
ス
で

は
封

建

的

地

盤

に
於

い
て
維

持

さ

.

れ

る

も

の

で

は
な

か

つ
だ
。

こ

の
事

實

は
他

の
誰

よ
り

も

重
農

汲

自

身

が

よ

く

知

っ

て
ゐ

允
。

土

地

財
産

を
維

持

す

る
も

の
は

古
代

の
奴

隷

で

も

な
く

、
中

世

の
農

奴

で
も

な

い
。

聲

働

の
自

由

を

獲

得

し
た

近

代

的

な

賃
銀

勢
働

者

と
動

産

を

所

有

し

て

み

る
農

業

企

ち
ニご
コ　し
ド

コ

ロ
り

ヘ
ニ
コ

　
しロロ　　　
　
　シ
ニ
ヘ
コ
もニ
ヘ

エコ　リロ一同

ぬっア
コ　リ
ニロ
コ
ロモ
て
ル

ひ
　ヅ
コ

し
て

キ
ロ
コ
コ
しレし
れ
ぬこ
ロマ
ぬ
　ロ　し
　
ぐ
　

　ロ
ミ
ロ

　

ノ

レ

コ
へ
し

ら
さ

ド
ト

　

野
易

で
透
る
-

執

6
て
耳
.墨
池
は
離
　ぐ
濃
卸

.
疹
便
薯

に
期

せ
ウ
.ホ

7
墜〆
切
移

冬
　プ
ぢ

あ

園
警
ヰ

¢
耶
弓
に
謂

せ
ら
れ

る
淋

逝
私

の
膿

止
を
主
張
す

る
。

こ
の
場
合

に
は

、
あ
れ

ほ
ど
非
難

さ
れ

た
国
家

の
ブ
イ

ナ

ン
シ

エ
は
資
,本
家
的
.農
業
.の
金
融

の
た

め
に
迎

へ

ら
れ

、
重
農
派

は
何
時

の
間

に
か
貨
幣

財
産

の
擁
識
者

と
な
っ
て
み
る
.
勿

論

こ
の
商
業
自
由

の
主
張
は
農
業

の
た
め

の
も
の

に
過

ぎ
す

、
商

工
業

の
た
め

の
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
言

へ
や
う
。

そ
し

て
例

へ
ば
チ

ユ
ル
ゴ
ー
の
後
任

の
大
蔵
大
臣

で
銀

行
家
で
あ
る

ネ
ツ

ケ

ル
の
保
護

主
義

の
方

が
商

工
業

の
直
接
的
利
益
を
反
映

し
て
み
た
と
も
言

へ
や
う
。
併

し
當
時

の

フ
ラ

ン
ス
で
は

、
商

・
工

業

は
ま

だ
画
家

の
保
護

下
に
あ
り
、
意
識
的

な
階
級

を
形
成
し
な
か

っ
た
と
云

ふ
理
由

で
、
却

て
産
業
資
本

の
普

遍
的
な
理
想

は
、

商

工
業

と
直
接

の
關
係

に
あ
る
銀
行
家
ネ

ッ
ヶ

ル
よ
り
も

、

資
本
室
義
的

土
地
所
有

の
利

益
を
代
表
す

る
重
農
法

の
口
か
ら
洩
れ
た

ゐ

で
あ
っ
た
。
重
農
派

の
説
く
節
約

と
榮
働

の
倫

理
は
、
早
期
資
本

キ
義

の
租
税
権
力

と
結
合

し
た
奢
侈

と
浪
費

に
針
立

す
る
も

の

の

で
あ

る
。

ミ
ラ
ボ

ー
侯
は

「
最

も
富

み
最

も
強

い
君
+エ
と
は
最
少

の
牧
人

で
最
大

の
事
業

を
な
す
人

で
あ

る
。
」

と
言

っ
て
み

る
が
、

.

こ
の
言
葉

の
中

に
既

に

マ
.ン
チ
ェ
ス
タ

ー
派

の
財

政
原
則

が
明
瞭

な
形

で
う
ち
出

さ
れ

て
み
る
の
を
見

る
だ
ら
う
。

ま
た
重
農
汲

の

標
語

と
な

っ
た

「
財
産

、
自
由

、
安
全
」

は

マ
ー
カ

ン
チ
リ
ズ

ム
時
代

の
荒

々
し
い
原
始

的
蓄
積

に
野
立
す
る
も

の
で
あ

る
と
も
考

へ
ら
れ

や
う
。
重
農

派
は

か
く

し
て
資
本
主
義
初
期

の
権
力
と
牧
奪

の
政
治
學

に
毀

し
て
租
税
と
財
産

の
自
然

的
調
和
を
読
法
す

る

5)Mirabeau,Theoriede1'im圃 ・P.137.



政
治
叢

を
針
立
さ
せ
た
.
、、
の
封
山⊥
は
だ
し
か
・
歴
史
的
意
義
　

つ
・
の
で
・
つ
た
・
併
・
五。
嵩

時
に
こ
の
進
歩
は

中

途
論

に
終
っ
た
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
・
ま
い
.
羅

汲
は
租
税
の
努

的
性
質

や
・
租
税
・
私
有
財
産
の
矛
盾
等
の
現
實
的
喬

讐

簸
纏

識

題
を
罷

芋

、
彼
等
の
論
義

税
の
・
誇

秩
憂

る
・
の
量

・
孫

譲

食

過
窪

く
な
っ
た
。
こ
れ
は
以
下
重
農
派
租

税
論

の
基
礎
問
題
を
分
析
す
る
際
明
か
に
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

鰍
驚

∬
D
警

離

二

.租
税
と
私
有
財
産
の
自
然
法
的
解
羅

盤
霧
撒

　　　蕪

　饗

～無

難
　　雛

立
に
つ
い
て
歴
史
的
嚢

の
試
み
ら
れ
る
馨

が
…

し
炉、
も
、
共
は
恰
・
棄

の
・
然
的
婆

撮

た
も
の
で
あ
り
・
ま
姦

副

ゴ
W
行
出

と

謙
罹

る
A.
望

藷

に
螺

さ
れ
た
歴
峯

あ
る
。
そ
し
炉、
現
實
の
歴
史
・
現
れ

・
笏

的
姦

筆

階
級
禦

等
の
現
象
は
・
む
し
ろ

.蹴

14
.㏄
契

正

生

偶
然
の
纂

事
と
し
て
理
論
的
考
察
の
外
に
票

砦

の
で
・
・
.
併
・
其
に
し
て

・
右
の
様
姦

纏

從
っ
て
又
租
税
讐

財

　

づ

ヨ

の
め

は

玩
鋸

禦

藩

の
關
係
に
つ
い
て
の
箪
曲譲

の
見
解
は
、

;

の
科
學
的
籠

　

た
・
し
た
妄

辱

脚
め
て
い
奮

う
・
共
は
人
類

鳴
㎝
賑

破

の
物
質
笙

活
か
ら
政
治
答

や
統
藻

、
親

権
の
構
造
・
理
解
す
・
仕
方
で

あ
…

ネ
菅
は

「
自
然
構
」
に
關
す
る
論
文
の

欝

欝

。
で
.
「
答

の
形
蔭

か
,
て
多
か
れ
少
か
れ
各
人
が
・
有
し
、

・
の
維
持

・
所
奮

覆

・
や
う
と
す
爵

産
俵

存
す
る
面
」

・

重
農
汲
租
税
論
の
基
礎
問
題

第
四
+
六
巻
.

」九
九

笙

號
.

九
九



重
農
汲
粗
粉
論

の
基
礎
問
題

第
四
+
六
巻

δ

o

笙

號

一
〇
〇

と
言
っ
て
み
る
。
吾
々
は
し
ば
ら
く
ケ
ネ
ー
に
從
っ
て
財
産
構
と
政
治
祉
會

の
相
互
關
係
及
び
そ
の
歴
史
を
考
察
し
や
う
。
こ
れ
は

や
が
て
租
税
と
私
有
財
産
に
關
す

る
重
農
派

の
思
想
を
解
明
す
る
鍵
を
與

へ
る
だ
ら
う
。

人
類
が
始
め
て
帥
か
ら
與

へ
ら
れ
た
財
産
は
人
間

の
劣
働
力
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
蒐
集

さ
れ
た
自
然
の
産
物

で
あ
る
。

こ
の
二

つ
の
財
肇

重
閥撰

竺

船
見

操

座

・互

譲

。・　

量

、
動
除

雪

豊

・曾

量

"・垂

呼
び
・
こ
れ
を
如
何
な

る
椛
力
も
奪

ふ
こ
と

の
出
來

な

い
人
類

の
最
も
原
始
的
な
財
産
椴

と
す

る
.
け
だ
し

こ
れ

が
な
け
れ

ば
全
人
類

は
忽

ち
死
滅
す

る
か

ら

で
あ

る
。

こ
の
財
産

の
所

有

は
人
聞

の
勢
働
力

に
限
界
性

の
存

す

る
こ
と
に
よ

っ
て
自
然

的

に
制
限

さ
れ

て
る

る
。

こ
瓦
で
ケ
ネ

ー
は
各

人

に
自
然
的

に
保
誰

さ
れ

て
る

る
私
有
財
産

棲
を
想
定

し

て
み
る
。

從

っ
て
彼

は
か

の
ホ
ッ
ブ

ス
の
説

い
た
様
な
人
類

の
白

鍵

態

、
勘

ち

「
す

べ
げ」
の
人
間

の
す
べ
て

の
も

の
に
封
ず

る
自
釜

」

(Z
・
塁

・暮

景

　

書

・
・二

:

　

;

ヨ
。・
)
を
否

定

す

る
。

ホ
ッ
ブ

ス
は
す

べ
て
の
人
間

が
す

べ
て

の
も

の
に
封
ず

る
権
利
を
主

張
し
て
圖
令
す

る
血
腥

い
歌
態
を

、
ケ
ネ

ー
は
各
人

が
自
分

の
勢
働
護

物
蒲

足
し
、
又
他
人
の
所
藻

を
塾

し
茎

活
す
華

和
な
自
然
猷
態
を
考

へ
て
る
る
・
こ
の
人
類

の
自

然

に
閲
す
る
見
解
の
相
違
が
租
獄

の
羅

の
相
違
と
な

っ
て
現
れ
る
・
と
は
後
に
明
か
に
・
砦

だ
ら
う
。
さ
て
ケ
ネ

ー
は
人
類

の
圃
争
吉

も
人
類
の
結
A
、
と
秩
序

の
方

に
旨

し
た
。
彼
に
從

へ
ば
財
震

の
震

の
段
階
に
管

玉

定
の
人
類

の
吐
會
的
結

A
.
が
存
在
す
・
。
人
熱

、取
初

の
審

は
母
と
子

の
聞
に
結
ば
れ
・
血
族
肚
會

で
あ
り
、
次
は
更
震

い
藷

に
亙

り
而
も
な
暴

姻
關
係
を
基
調
と
す
る
未
開
人
の
讐

で
あ
る
,
・
れ
ら
の
審

で
は
、
ひ
と
は
專
ら
外
敵
侵
入
の
防
禦
に
力
を
用
ひ
嚢

に
専
心

す

る
こ
と
が
出
來

な

い
か
ら
、
こ
の
吐
金
目
の
財
産

は
な
ほ
人
的

、
動
的
財
産

の
範
囲

を
出
な

い
。
而
も
ケ
ネ

ー
は

こ

の
血
族
肚
會

の

減
員
糎

於
け
る
権
利
.
霧

召

蕎

配
盆

態
の
中
に
、
落

書

の
督

澗
に
於
け
・
財
簾

と
親

毒

の
「
公
正
な
配
.

7)
8)

る 其 他 の 財 産 と に 關 す る。 義 務 と は 慾 望 に 満 足 せ しめ る舞 働 及 び 他 人 の 自 由
、人 的 財 産 及 び 其 他

の 財 産 の 寧 敬 を意 味 ナ る。」 こLκ=:ダ ユ ぜ ンが 契 約 と云 っ て

み るの は た 吻 ～文 法 の 意 味 に 過 ぎ ず ル ソ ー の 意 味 ナ るif・會 契 約 で は な 》・。

QI闘ay,エ ・d・・itnaturel,Oet・ 町e・,pa・On・k・n.p.373.
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講
轡
蕪

辮
蜘　講

鱗
諜
辮

灘
.

繋
.

「

に
移
行
し
、
從
來
羃

法
の
外
に
實
定
法
と
努

垂

雪

れ
毒

す
・
粗
塗

設
定
さ
㌦

以
上
の
ケ
ネ
ゐ

見

難
即鑓

雛
馨

触
踊蕪

鐸

欝
露
薦
僧禦
藤
簿

　

麟

薫
蠣

轄

毒

難
覇蕪

羅

鑛
蕪

鐙総

熱

一エ
鴻
,
で
差

,
金

離
姦

治
審

に
も
黒

的
秩
序
を
止丹

寇
す
・
見
方
で
あ
・
.
重
農
主
夢

裏

化
・
た

り
ビ

〒

ル
の
書

羅
騰蝶

物
は
恰
も

「
政
治
審

の
自
然
的

.
奢

的
秩
序
二

[
、・

・…
;

耳
・・
　

　

・…

　

.　

量

三
鵡
互

と
蠹

毒

者

人

家

罷

t

.・

囎襯撫

っ

て
み

る
。

の
ふ
を
㎏
鏡

齪

然
ら
ば
政
治
審

の
自
然
的
秩
序
と
は

簿

を
意
味
す
・
の
で
…

か
・
・
れ
は
元
來
こ
の
肚
會
の
蒸

室

地
財
肇

乙

云

理

㏄

α

。

講

謝

の
も

の
玉
自
然
的
秩
序
で
あ
り
、
・
た
か

-
る
財
産
の
法
則

・
合
致
・
て
る
・
講

の
諸
制
度

の
自
然
的
秩
序
で
あ

る
・
た
し
か

に
土
地
財
産
は
勢
働
力
や
動
的
財
産
と
異
れ
る
人
爲
霧

で
あ
・
.
併
・
垂

髪

ば
壽

肇

　

よ
つ
}」彗

蝿

蹴

れ
た
も
の
で
な
く
、
蕩

力
や
動
的
財
産
か
ら
自
然
垂

・
、

・
れ
・
・
つ
霧

・
れ
た
も
の
で
あ
る
・
從
っ
て
舅

は
人

盤

醸

禦

生
活
す
・
限
・
奮

こ
と
の
出
來
な
い
墨

で
あ
・
商

標
に
・
勢
働
力
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
土
地
財
産
も
人
類

の
物
質
的

勢

.

切
.

重
農
汲
租
税
論
の
基
礎
問
題

第
四
+
六
巷

δ

一

笙

號

δ

「
.



重
農
汲
租
税
論
の
基
礎
問
題

第
四
+
六
悉

「
〇
二

笙

號

一
〇
二

生
活
が
換
展
す
る
限
り
、
暴
力
に
よ
っ
て
奪

ふ
こ
と
の
出
來
な

い
神
聖
不
可
侵

の
樒
利
で
あ
る
q
こ
、
に
財
産
は

一
般
に
夢
働
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
た
と
云
ふ
辯
護
論
が
現
れ

る
。
何
れ
に
せ
よ
土
地
財
産
が
自
然
的
秩
序
に
適

へ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
保
護
す

る
政
治
禮
、
こ
れ
を
支
持
す
る
租
税
櫨
も
亦
自
然
的
で
あ
る
。
か
う
し
て
重
農
汲
に
よ
れ
ば
租
税
櫻
に
支

へ
ら
れ
た
政
治
吐
會
は
人

類

の
物
質
的
生
活
從

っ
て
又
私
有
財
産

の
獲
展
の
必
然

の
産
物
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
租
税
構

の
究
局
の
目
的
は
土
地
財
産

の
保
護
に
あ
25
と
し
て
も
、
租
税

の
賦
課
さ
れ

る
の
は
、
や
は
り
こ
の
土
地
財
産

に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
租
税
は
財
産

の
侵
害
少
く
と
も
制
限
に
な
ら
な
い
だ
ら
う
か
。
こ
の
租
税
の
口
的
と
手
段

の
矛
盾
を
重
農
派

ア
ロ
デ

ユ
イ
ネ

は

「
純
生
産
物
」
と
云

ふ
親
し
い
観
念
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。

一
般
に
租
税
は
財
産

の
牧
谷
た
る
純
生
産
物
か
ら
支
携
は
れ
る
。
吸

盤
の
.一
部
の
徴
牧
は
決
し
て
財
産
そ
の
も
の
、
侵
害
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
す
純
生
薩
物
は
農
業

に
封
ず
る
国
家

の
庇
護

に
よ
つ
て

ま
す
く

増
大
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

一
部
が
租
税
に
よ
っ
て
君
主
に
露
属
す
る
の
は
當
然

で
あ
る
。
租
税
は
か
く

て
財
産

の
牧
奪

で
な
く
、
却

て
財
産

増
殖

の
原

因

で
あ
り
結
果

で
あ

る
。
重
農
派

に
よ
れ

ば
君
主
は
全
地
主

の
利
益
を
代
表
す

る
大

地
主

で
あ
り
、

蘭

土
地
共
有
禮

(8
旭
δ
で
『弾
傷
)
の
主
燈

で
あ

る
。
地
主

の
私
有
地

は
元
來

、
こ
の
共
有
椹

の
分
割

さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
租
税
は
私
有

地
確

立

の
結
果
と
し

て
地
主

か
ら
君
主

の
共
有
構

に
射

し

て
支
排

は
れ

る
も

の
で
あ

る
。
從

っ
て
君
主
は
自
分

の
牧
人

(租
税
)
を
確

保
す

る
た
め
に
す

べ
て
匹
私
有
地
を
保
護

し
や
う
と

し
、
地
主
は
ま
た

こ
の
庇
護
構

を
確

立
す

る
た
め

に
、
君
　土
に
租
税

を
納

め
や

う
と
す

る
。
か
く

て
君
王
と
地
主

の
利
益

は
租
税
を
通

じ

ず、
緊

密
に
結

ば
れ

、
租
税
は
永
久

に
破

ら
れ
ざ

る
自
然
的
秩
序

と
な

る
。

こ

、
で
吾

々
は
私
有
財
産

に
割

り
切
ら
れ

た
吐
會

に
ど
う
し

て
共
有
椹

從

っ
て
、
又
租
税
槽

の
存
在
す

る
絵
地
が
あ
る
の
か
を
間

ふ

て
る
る
ひ
ま

は
な

い
。
と

に
か
く

重
農
法

で
は
君
主

の
共
有
構

(
租
税
擢
)
と
市
民

の
私
有
財
産
禮
は
矛
盾
な
く
並
存

し
て
み

る
。
市
民

II)

12)
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の
財
産
構

の
強
化
は
租
税
椹

の
強
化

で
あ
り
、
こ
の
逆
も
ま
た
眞
理
で
あ
る
。
併
し
同
時
に
重
農
涯
は
租
税
構
と
私
有
財
産
機
の
混

同
を
警
戒
す
る
。
こ
の
混
同
は
君
主
が
國
家
を
自
分
の
私
有
財
産
視
す
る

「
朕
は
国
家
な
り
」
,
の
状
態
で
あ
り
、
こ
」
で
は
租
税
は

市
民

の
財
産
を
渡
牧
す
る
手
段
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
軍
農
汲
は
私
有
財
産
に
閲
す
る
限
り
共
和
主
義
者
で
あ
っ
た
。

重
農
派
は
以
上

の
檬
に
租
税
槽
と
私
有
財
産
棲
と
を
調
和
し
合
理
化
し
や
う
と
す
る
。
そ
し
て
租
税
の
牧
奪
的
、
.櫻
力
的
性
質
を

蔽

ふ
た
め
に
細
心
の
注
意
を
沸
ふ
。
例

へ
ば
、三
フ
ボ
ー
候
の
如
き
は
納
税
義
務
を
、
不
作
の
年

に
は
君
主
が
人
民
に
食
を
給
興
す
る

陶

と
云

ふ
條

件

で
、
豊
作

の
年

に
人
民
が
君
主

の
穀
倉

を
満
た
す
義

務
に
喩

へ
た
ほ
ど

で
あ
る
。

一
般

に
か
う
し
た
家
長
的

、
封
建
領

主
的
国
家
槻
租
税
観

は
重
農
法

に

つ
き
ま

と

っ
て
み

る
。
ヶ
ネ

ー
の
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家

に
封
ず

る
讃
辞
も
亦

こ
の

一
例

で
あ

る
。

ま
た

ア
ペ

・
ボ
オ
ド
ー

の
如
き

は
相
貌

(§
℃
ゆ
こ

一,」
言

ふ
語
に

と
も
な

ふ
棲
力
的
観
念

を
蔽

ふ
た
め

に
、
君
主
と
地
主

の
聞

の
分
配

(冨
「訂
鴨
)
と
呼
び
、

こ
れ

を
勢
働
者

と
耕
作
者
、
耕
作
者

と
地

主

の
聞

の
分
配
と
同
列

に
置

か
う
と
し
た
。
君
主

と
地
主

の
間

の
卒

和

な
生
薩
物

の
分
配

、
こ
れ

が
重
農
派

の
所
謂
自
然

法
に
適

へ
「る
租
税

で
あ

っ
た
。

さ

て
前

に
も

一
言

し
て
を

い
た
通
り

、

右

の
様

な
調
和
論

的
租
税
観

は
ケ
ネ

ー
が
ホ
ッ
ブ

ス
的
自

然
槻
を
否
定

し
た
際

に
既

に
そ

の
徴
候

を
示
し
て
み

た
も

の
で
あ

っ
た
。

ホ
ッ
ブ

ス
の
自
然

状
態
は
萬

人

の
萬

人
に
封
ず

る
戦
争
状
態

で
あ

る
。
彼

に
よ
れ

ば
人
類

の
様

々
な
肚

會
的
結
合
及
び
公
約

灌
力
は
、
か

」
る
岡

宰
歌
態
を
克
服
す
る
た
め
に
成
立
す

る

の
で
あ
る
が
、
こ

の
結
合

の
内

で
人

類

は
李
和
に
仲

よ
く
生
活
す

る
わ
け

で
は
な
く

、
反
射
に
真
庭

に
は
爾

↓
切

の
対
立
と
矛
盾

が
潜
在

し

て
ゐ

δ
。
從

っ
て
あ
ら
ゆ

る

燕

汲

と
階

級

の
権
力
闘
争

を
克

服
す
る
た

め
に
終

に
國

家

と
云

ふ
新

し

い
結
合

が
強
大
な
槽
力

「
レ
バ
イ

ヤ
ザ

ン
」

と
し
て
出
現

し

な
け

れ

ば
な
ら
ぬ
。

ホ
ッ
ブ

ス
が
國
家

に
個
人

の
財

産
を
規
定

し
、
無
制
限

に
課
税
し
得

る
権
力
を
認

め
た

の
は
か
う

し
た
理
由

か

重
農
汲
租
税
論
の
基
礎
問
題

第
四
十
六
巻

一
〇
三

第
二
號

一
.〇
三
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重
農
派
租
税
論
の
基
礎
問
題

第
四
+
六
巻

「
.〇
四

第

一
號

一
〇
四

　

ら

で
あ

っ
た
。

こ

の
ホ
ッ
ブ

ス
の
槽
力

と
闘
争

の
交
錯

に
關

す

る
観
念

は
、
そ

の
ま

」
で
は
何
等
肚
魯
経
済
的
共
礎
づ
け

の
な

さ
れ

て
る
な
い
抽

象
的
な
も

の
に
過

ぎ
な

い
が

、
そ
れ

に
し

て
も
人
類
肚
會
史

の

一
部

と
し

て
の
租
税
史
(
從

ッ
て
又
租
税
の
本
質
)
に

つ
い

て
少

か
ら

ぬ
示
唆

を
與

へ
て
く
れ

る
。
古
代

の
貢
納
制

、
中
世

の
夫

役
制
は
言

ふ
ま

で
も
な
く
、
近
代
国
家

の
租
税
制
度

さ

へ
も
何

等

か

の
勢

力
關
係

を
含

ん

で
み
る
も

の
で
あ
り

、
其
故

に
こ
の
勢
力
關
係

の
交
替

に

つ
れ

て
公
然

の
或

は
屠
獣

の
岡
孚

を
誘
螢

し
、

蕾
制
度
は
徐

庭

或
は
急
激
に
墾
革
さ
れ

る
。
租
,税
の
歴
史
と
か
ら
み
あ
2

み

る
・
の

「
勢

」
と

面

壁

(袈

釣
書

蕃

が
)

の
事
實
を
無
税
』

、
、
租
税
の

「
木
鏨

轟

定
し
や
う
与

れ
ば
必
義

断
論
に
陥
る
だ
ち
う
。

ケ
ネ
直

ホ
・
ブ
ス
に
反
し
て

人
類

の
自
然
に
於
け
る
槽
力
的
闘
争
の
事
實
を
無
覗
し
た
。
人
類
は
勢
働
π
よ
る
生
産
物

に
甘
ん
じ
て
、
こ
れ
を
人
類

の
間
の
自
然

的
結
合
忙
よ
つ
て
確
保
し
て
み
る
。
ケ
ネ
ー
で
は
、
租
税
は
支
配
や
征
服
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
か
」
る
原
始
枇
會

の
内
部
に
於
け
る
各
成
員

と
肚
會
全
罷
の
聞

の
横
利
義
務
の
合
理
的
な
関
係
が
自
然
的
に
生
長
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ

て
租
税

の
中
に
は
、
個
人

の
利
益
と
肚
會
全
燈

の
利
益

の
見
事
な
均
衡
歌
態
が
存
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
尤
も
ケ
ネ

ー
は
暴
力
や
支

配
の
歴
器

重

し
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
代

・
↓

の
属
領
翁

す
る
馨

や
専
制
君
主
の
商
人
や
隊
商
射

す
る
蝸

的
課
税

等

の
史
實

を

あ
げ

て
み
る
。
か

や
う
な
薔

い
事
實

を
持
ち
出
す
ま

で
も
な
く

、
十
八
世
紀

フ
ラ

ン
ス
に
出
現
し
た

ブ
イ
ナ

ン
シ

ヱ
と

租
税

椹

の
結
合

に
よ

っ
て
、
租
税
は
曲
辰
民
に
封
ず

る
商

工
業

金
融
業

者
グ

ル
ー
プ

の
牧
奪

の
手
段

と
な

っ
た
こ
と
を

、
重
農
派

は
す

べ

て
認

め

て
み
た
筈

で
あ

る
。
と

こ
ろ

が
.ケ
ネ

ー
を
始

め
と
し
}、
重
農
派

に
於

て
は
、
か
や
う

な
歴
史
的
事
實

は
租
税

の
自
然
的
秩

.

序

の
理
論

的
考
察

に
と

っ
て
全
く
無
闕

係

の
も

の
て
あ

っ
た
。
帥

ち
掠
奪

は
歴
史
的
事
實

で
あ

る
け
れ

ど
も

、
共

は
恰
も
猛
禽

の
襲

來

が
勿
ち
家
畜

の
間

の

「
公
正
な
分
配
」
を
携

齪
す

る
様

に
人
類

の
自
然
性

に
反
す

る
非
合
理
的
な
も

の
で
あ

る
と
云

ふ
理
由

で
。

6tat5polic65,(Phys玉ocrates.ed,parDaire2Partie)p..

16)H:oboes,Works.Vol.III.Chap.XVlII.
760-763,



ぢ

し
で
親

の
、黒

渋
の
理
論
と
租
税
の
歴
史
と
は
騎

・
れ
・
。
租
税

の
自
然
的
秩
序
鐘

想
で
あ

り
現
實
で
は
な
い
め
だ
・

.

一
答

か
や
・
な
意
味
・
於
・
・

「
理
論
」
は
現
事

含
建

い
蕩

な
も
の
・
な
ら
ざ
・
・
得
乳

・
例

へ
ば
前
述
し
た
相
落

の
藷

づ
け
・
し
て
の
塁

の
共
藩

な
・
・
の
・
見
や
・
.
重
農
港

・
窪

、
・
の
共
証

は

一
切

の
私
畜

産

の
庇
護
妄

全
に
基
く
槽
利
な
の
で
、
私
有
財
蕪

妄

藻

の
羅

は
歩
調
・
合

せ
て
進

'り
。
併
・
・
の
共
有
欝

租
馨

と
財
震

の
調
和

論
暴

雲

楽
観
論
に
過
窪

い
。
政
龍

の
内
部
の
針
立
・
矛
盾
、
特
・
焉

政
治

の
矛
僖

つ
い
て
す

ぐ
れ
寛

蟹

持

っ
て

る
た
ル
ソ
ー
は
か
や
う
翁

和
論
を
次
.の
倦

反
.駁
し
げ、
み
る
。「
政
治

の
読
響

等
が
、
人
民
の
力
は

と
り
差

ほ
享

国
王
め
力

・
の
だ
か
ら
、
里

・
・
2

、
最
大

の
利
謹

人
民
が
富
彙

・
、
人
・
が
多
く

巽

で
あ
る

こ
と
だ
と
夏

だ
ら
う
が
・
そ
ん

な
、」
と
孝

口
づ
て
為

に
も
な
ら
ぬ
。
國
王
は
そ
ん
嘗

と
は
難

と
書

き

と
を
知

2

み

る
・
.國
王
の
個
人
的
利
益

は
・
先
づ

第

一
に
人
民
嘉

≦

、
貧
・
…
て
、
國
正
長

抗
す
勇

・
蓋

・
と
雄
・」
實
墜

ソ
ゐ

言
ふ
饗

蕎

国
家
昊

多

激
の
國
民
の
貧
困
と
麓

の
上
に
葵

な
統
纏

と
租
税
磐

う
ち
立
て
き

と
が
出
來
・
・
こ
の
震

は
薯

鑑

の
暫

国
王
の

富
を
國
民
の
富

の
機
械
的
な
集
A・
.
或
は
そ
の
直
接
的
反
映
と
考

へ
て
る
る
限
り
理
解
し
讐

こ
と
で
あ
る
・

重
嚢

は
親
藩

を
私
有
墨

の
震

震

か
ら
羨

づ
け
や
う
と
し
た
.
そ
の
限
り
で
・
そ
れ

績

視
の
科
墨
的
な
理
解
竺

歩
近
づ
い
た
ξ

口
へ
・
。
併
し
こ
の
葎

づ
け
は
私
有
財
産
捲

掌

・
隈
・
な
燕

護
的
立
場
か

ら
な
さ
れ
た

の
で
・
財
羅

と

矛
孕

巌

々
の
現
象
は
考
慮
の
外
・
置
か
れ
た
。
か
・
し
て
轟

派

の
理
論
は
、
相
落

・
財
藏

の
髪

る
調
和
論

に
終
り
・

そ
の
聞
の
野
立
と
矛
盾
を
理
解
し
な
か
っ
た

の
で
あ
・
.
葦

は
更
に
次
節
で
、
私
有
財
震

の
鍵

形

つ
く
る
栞

轟

審

恵̂
農

。
所
謂
政
建

會
・
の
具
鰭

な
藩

を
考
慮

・
入
れ
た
上
で
、
・
の
調
和
論
的
租
税
論

の
他

の
則
要

槍
討
し
て
見
や
う
・

重
農
汲
相
撃

の
基
需

題

第
四
+
六
巷

一
。
五

笙

號
.
δ

五

17)
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重
農
汲
租
税
論
の
基
礎
問
題

第
四
十
六
巻

一
〇
六

第
二

號

一
〇
六

三

資
本
主
義
肚
會
に
於
け
る
租
税
の
白
熊
的
秩
序

重
農
派
の
所
習

然
的
姦

治
秩
序
は
、
土
地
財
産
と
そ
の
課
税
に
基
礎
護

く
農
茜

で
あ
っ
た
。
併
し
土
地
財
崇

重
巽

の
意
味
す
る
様
な
近

代
的
な
私
有
財
産
と
な
っ
た
瞬
間
か
ら
土
地
の
費
買
と
抵
當
制
が
褒
生
す
る
。
重
養
浜
自
ら
も
財
産
灌
は
必
然

的
に
財
産
の
費
買
・
移
薩

　

嵩

ん
だ
懲

で
・
…

藷

・
萎

鞭
・
・
茎

・
る
以
上
・
`
の
塁

鯉

封
纏

重

全
く
異
,つ
霜

墾

呈
し
な
け
れ
疹

ら
な
い
。
ま
碧

圭

の
庇
護
獲

び
租
馨

と
望

の
私
有
財
産
櫻

の
相
互
關
係

(私
竺

慮

。
慧

租
諾

係
・
呼
ば
う
)
も
ま
た
自
ら
蓬

社
倉
と
は
異

っ
た
意
味
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
は
や
人
間
三

宝
の
土
地
に
し
ば

り

つ
け
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
土
地
は
時

々
刻

奏

賀
さ
れ

る
。
蓬

肚
會

の
支
配
者
皇

地
所
薯

の
闇
繕

ば
れ

て
み
た
固

定
的
、
人
格
的
租
税
關
係
乃
至
勢
務
奉
仕

の
關
係
は
解
消
し
、
次

々
に
新
し
い
貨
幣
財
産

の
所
有
者
が
土
地
を
購
買
し
、
次

々
に

こ

の
租
税
關
係

の
内
部
に
入

っ
て
來

・
。
租
税
負
搭
は
か
・
る
欝

の
中
に
あ
っ
て
、
相
識

嫁
論
の
用
語
に
從

へ
ば
・
前
妻

後
聴

或
は
資
本
還
元
さ
れ
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
分
散
す
る
。
か
う
し
て
こ
の
肚
會
で
は
土
地
財
産
に
針
立
す
る
貨
幣
財
産

の
運
動

に
よ
っ
て

租
税
關
係
は
不
断
に
流
動
的
な
状
態
に
あ
る
。
か
」
る
肚
禽
の
何
腱
に
租
税

の
自
然
的
秩
序
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
租
税

と

土
地
財
産

の
調
和
が
存
在
す
・
で
あ
ら
う
か
。
薯

振

は

一
方
で
は
土
架

位
の
莚

的
な
租
税
關
係
の
擁
馨

で
は
あ
る
が
・
他

方
で
は
ま
姦

,心
な
粟

自
由

の
表

者
で
あ
る
以
上
、
・
の
新
し
い
租
税
關
係
自

然
的
秩
序

に
適

へ
る
も
の
と
し
て
承
認
し
・

租
税
、
土
地
、
貨
幣
の
三
角
關
係
を
合
理
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

五
口
。
は
。

の

一
例

と
し
て
士
爵

産

の
費
買

と
云

ふ
事
實

に
最
も
注
意

を
彿

つ
た
・

・
ラ

・
リ
ビ

エ
ー

ル
の
読
を
紹
介

し
や
う
・

・g)Me・ci・ ・d・1・RMご ・㍉Lb・d・ ・ ・・…el
,d・ ・ 　 i・・e・P。:lit:iq…. p.615.



彼
に
、
る
と
完
成
。
姦

治
蕃

で
は
商
苦

由
の
鵠

が
確
芒

、
土
地
・
幕

・
は
覆

繕

ぴ
ミ

こ
の
両
者
の
競
倉

、
2
、
成
立
。
霊

堂
宗

均
馨

で
土
地
は
費
買
・
れ
・
.

・
の
肚
會
で
は
幕

器

の
所
薯

・
・
て
新
な
壷

の
獲
響

は

次
々
に
君
主
塁

槽
と
租
税
槽
の
支
配
下
に
入
っ
て
來
・
.
云
ひ
か
ヘ
ミ

黎

地
欝

音
量

の
闇
に
至

整

地
財

産
を
羅

し
、
新
地
凄

純
謹

物
に
聳

て
納
.撃

・
・
云
ふ
無

縁

〔。
…

・}-露

量

豊

が
獲

れ
る
・
そ
し
て

「
こ
の
時
暴

こ
の
⊥
地
購

暑

は
自
由
に
・
た
暴

的
・
君
主

つ
の
答

を
形
成
も

」
の
で
あ
る
・
併
し
こ
の
新
し
詮

會
は
、
,
ピ

エ
ー
ル
に
從

へ
ば
、
響
き
遍

所
薯

・
至

の
間

結

ば
れ
て
る
霜

税
關
係

の
自
然
的
秩
序
を
そ
の
ま

謀

存
し

て
み
る
の
で
あ
る
.
晶剛
豊

、
々
の
見
た
と
こ
ろ
に
・
れ
ば
、
租
税
の
自
然
的
秩
序

・
は
・
の
諜

・
あ
る
墨

そ
の
も
の
占

然

的
秩
序

で
。
つ
た
.
即
・
蕩

に
よ
つ
甲、
合
法
的
縫

.得
詫

た
爆

薬

響

誓

託

を
庇
護
す
る
租
馨

暑

熱

裂

　

ら

　

メ
で

　に

コ
イ

序
に
か
。

へ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
・
て
見
れ

ば
、
・
の
場
合
蕩

蕩

砒
會
・
媒
介
す

・
叢

の
欝

は
塞

奪

債
交
換
で
あ
　

詐
欺
や
籍

に
よ
る
も
の
で
・
か
っ
た
こ
　

前
提
せ
ね
窪

・
ま
・
.
・
ビ
エ

で
は
幕

謀

竺

般
舞

働
に
よ
つ
蓄

積
さ
染

、
の
で
あ
り
、
・
た
・
れ
が
壷

妄

誉

れ
・
場
合
・
は
篭

主
の
壷

擾

下
・
羅

費
を
充
書

償
還
す
る
と
「五

毒

由
で
、
土
地
の
費
買
は
舞

田
馨

れ
る
.
庵

が
筒

聲

・
れ
・
・
、
妻

土
地
購

暑

は
讐

取
初
の
輩

所
有
者
を
代

表
.し
、
。
れ
と
正
當
な
摺

關
係
を
保
っ
て
・
馬
.
從
っ
て
蕩

圭
高

捲

新
聖

・
亦
君
主
の
羅

構
と
租
馨

の
下
に
立
つ

権
利

.
霧

を
持
っ
て
る
る
.
・
ビ
エ
よ

以
上
の
表

は
摸

序
の
擁
馨

寛

接

が
・
・
そ
の
霧

・
い
審

秩
序
の
代

響

で
あ
る
と
云
ふ
壁

塗

般
の
立
場
を
、取
　

差

し
て
み
る
.
併
・
藻

は
醤

鯉

會
の
渡

し
を
す
る
土
地
の
欝

は

自
由
な
奪

な
行
爲
で
は
な
い
.
残
塁

馨

本
の
笙

毒

備
す

・
段
階
で
は
、
貨
警

本
家
の
上
筵

饅

竃

妻

.土
地
か

重
鑑

相
器

の
基
需

題

第
・
+
六
巻

δ

七

笙

號

δ

七

20)
21)
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重
譲

鴇

論
の
基
礎
問
題

第
四
+
六
巻

δ

八

第

一
號

δ

八

ら
解
放
し
て
無
薯

轟

隼

・
作
用
を
持

っ
て
る
る
。

・
の
事
實
は
後
習

農
汲
の

一
人
チ

ユ
ル
・了

も
認
め
て
ゐ
藥

童

買

買

の
不
、奪

は
。
の
費
買
の
際

に
起
る
租
税
の
懸

(所
謂
地
租
・
栞

還
元
)
を
考
慮
に
入
れ
る
童

に
明
か
に
な
る
・
リ
ビ

ェ
ー
ル

自
身
も
土
地
讐

者
は
、
そ
の
土
地
を
租
.聾

澹

の
業

莞

禦

け
蓄

捲

の
も
の

と
し
て
買
牧
し
・
親

は
そ
の
た
め
矯

却
苦

れ
、
新
地
主
は
租
税
髪

佛

・置

も
拘
ら
す
計
算
上
は
魏

孟

推
し
な
い
醤

な
・
ξ

・
つ
て
ゐ
秘
・
し
て
見
れ
ば

そ
れ

存

安

い
債
肇

.・・け
ら

た
元
の
爺

所
薯

緬

.脱

窒
.
擢

懸

論

、
彼
警

の
露

に
於
て
財
産
の

極

姦

撃

ご
れ

誉

彪

な
り
は
し
な
い
奮

・
・か
。
重
農
派
的
調
和
論
の
漿

者
ア
ダ
ム

・　ス
・
ス
で
も
土
地
費
買

の
不
轟

性
を
承
認
し
・

こ

れ
牝

課
す
る
租
税
は
何
時
で
も
必
要
に
せ
ま
ら
れ

て
、
土
地
を
費
卸
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
.い
責
手
に
弊
嫁
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ

む
。
。
五
、
。
は
か
く
て
貨
幣
宝

地
の
利
益

の
間
に
試
み
ら
れ
た
調
和
論
箕

敗
高

し
を

と
を
認
め
ね
ば
な
る

ま
い
・
案

義

肚
會
は
警

秩
序
.の
自
然
的
農

桑

た
も

の
で
は
聖

、
謹

禽

崩
壊
妄

業

主
、
養

籍

し
い
肚
霧

序

へ
の
驚

關

係
の
上
に
・
ち
た
て
詫

た
・
の
だ
『

由
蓼

の
調
和
的
作
用
鑑

謁
す
・
轟

派
籍

暑

・
い
階
級
關
係

の
成
妾

承
認
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
.
尤
も
土
地
所
有

の
審

は
欝

(・
れ
・
租
税
・
、霧

・
し
・
も

よ
・
)を
負

っ
て
土
地
を
費
繁

愚̂

な
望

の

責
任
に
學

ら
れ
た
が
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
・
の
階
級
關
係
は
重
農

の
租
税
論

に
・
如
何
な
る
問
撃

提
供
し
て
み

る
だ
ら
う

か

。轟

派
で
は
相
撃

負
挙

る
も
の
は
自
然
科
學
的
睡

.
と
し
て
の
土
地
で
は
な

い
。
土
地
は
所
薯

を
も
ち
所
薯

は
欝

者

を
持
た
ね
ば

.な
ら
な
.い
。
從

っ
て
土
地
は
私
有
財
奪

あ
る
・
同
謄

、
ま
た
聖

・
蕎

者

の
生
産
關
係
を
も
鎖

し
て
み
る
・

か
く
し
て
私
有
財
産

の
法
則
に
順
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
租
税
は
、
ま
た
そ
の

一
面
で
あ
る
生
産
關
係

の
必
然
性

に
も
順
鷹
し
な

22)謙 髭

,罫誰x講 。surlalle).b「mationsetlad三5励utf(・d…i・h・ 一 畳 ・臣 ・・
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。
れ
ば
.な
ら
な
い
.
と
こ
ろ
で
勢
働
者
は
埜

産
物

の
生
塵
者
で

　

、
聖

は
そ
の
取
響

で
あ
・
か
ら
・
租
税
は
襲

入
の
取

得
者
に
限
ら
れ
生
産
の
原
動
力
た
る
落

者
は
免
税
・.
れ
・
.
淫

・
然
的
秩
序
・葉

書

　

係
)
に
か
な
へ
る
器

論
の

鍵

無
難

欝
齪
畳慧

鐸

霧

鰻
螺鍵

緯

ら
見
れ
ば
政
治
審

に
生
活
す
る
困
民
は
す
べ
て
公
共
業

等
・
華

奪

　

・
地
霧

り
租
税
を
無

し
簗

が

薄

略

の
喋

A.理
で
あ
る
.
・
れ
は
重
、辰
派
・
豊

、幾
度
　

ぐ
・
か
へ
・
れ
た
輩

で
あ
っ
}

た
+
九
世
紀

に

殿
陸
簸

繕

髭

鐸

跨
湯

田
暁
の溜

に關
嚇
し
て
、
人
格
　

　

　

す
・　

租
税

蒋

ギ

」一
.」旧
杉

.碧

彗

匙

嘱

麗
」
ス。の
。
は
。
い
と
主
張
し
た
時
、
・G
醜
ば
肇

に
舞

の
・
け
・
べ

"、

.
、
.
.

、
、
./

一

、
し
鐸

.青
池

¢
霧

尊

人

禁

懸

に
な

っ
た

・
す
れ

ば
、
そ
れ

竿

九
世
紀
鍵

の
國

民
主
馨

　喉欝
欝

鱗

柵廊撫

鱗

解離

}脇　

　撫

蕪

鑛

藤

へへ働欝欝響驚謀騨灘購難 畿盤 鰻
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重
濃

霧

論
。
墓
需

題

第
・
+
六
巻

=

。

笙

號

=

。

が
饗

の
租
鵜

度
は
そ
ん
棄

・
理
的
・
・
の
で
疑

い
.
と
云
ふ
の
は
栞

轟

審

に
於
て
鏡

募

税
制
を
左
右
す
る
も

の
は
他
。
、
ぬ
こ
の
純
牧
人
の
取
得
蓬

で
脅

、
共
選

は
里

税
善

行
す
・
様
容

謂

・
カ
が
繁

・
て
る
る
か
ら
で
あ

る
.
亘
曲辰
務

募

達
の

「
理
論
」
に
反
逆
す
る
か
う
し
窺

参

考

へ
・
い
寒

峯

・
つ
た
・
而
・
馨

は
更
錘

ん
蚕

税

論

の
鍍

工
作
と
-レ
三

、
・
馨

L
な

Q
馨

を
・
ち
出
す
.
帥
雰

働
者
蛮

的
霧

・
於
て
雇
響

射

し
て
互

に
自
愛

広渺
箒

7
。と
蓋

は
、
薬

は
生
蓼

科
と
租
税
の
霧

辱

・し
く
努

撰

は
儒

者
縁

警

れ
る
・
か
う
し
手

・へ
て
乃
阻

ト

せ

コ
コ

コ

ミ

コ

く

　ヨ

。
は
結
尾
襲

入
の
取
響

に
署

す
る
と
.
・
れ
ど
も
欝

力
妄

本
の
間
・
於

け
る
冒

霧

孚
」
の
湘
必定
は
・
恰
も
先
の
土
地

墨

と
幕

財
産
の
闇
に
於
け
る

「
奪

な
交
換
」
の
想
定
・
同
様
・
馨

・
・
・
…

で
毒

舞

婆

剛
・
從
っ
て

,
盗

視
論
は
ケ
、不
-
の
所
謂
魏

の
自
然
袈

序
高

捲

假
設

・
墾

「
沸
論
」
に
過
窪

い
で
あ
ら
う
・

重
曲譲

は
政
治
枇
會
を
物
質
的
な
生
藷

係
に
分
析
す
・
・

と
に
・

つ
・
、
・
の
租
税
論
か
・
形
式
的
叢

の
幻
想
(租
税
の
}

般
性
と
毒

性
)
を
轟

ふ
、、
と
奮

来
た
。
併
・
間
も
な

-
別

の
嚢

を
魏

論

の
中
に
持
ち
こ
ん
だ
。
帥
ち
.十
八
世
紀
政
治
學
に

欝
籍

鞭

滋

強縫

隷
聾
餐

欝
駐縫
諸

等
の
私
的
勢
力
を
ま
じ

へ
・
い
魏

な
公
的
権
力
・
そ
の
庇
護
、
他
方

で
何
等

の
恣
意
的
芝

・
ま
た
げ
ら
れ
な
い
塞

な
私
有

財
産
槽
と
自
由
な
肇

、
そ
し
て
こ
の
薯

を
結
ぶ
籍

費
の
少

い
要

垂

税
・

・
れ
が
蚤
農
振
租
税
論

の
全
貌
で
あ
　

,
た
同
時
に
。
イ
ナ
。
シ
。
と
相
落

の
結
A・
に
・
美

し
・
原
始
的
蓄
欝

・
て
向
け
・
れ
た
批
判

で
あ
っ
た
・
併
し

こ
の

批
判
は
抽
誘

な
も
の
に
経

つ
た
.
財
産
と
自
由
を
華

・
立
場
か

・
は
牧
奪
・
勢

の
現
葺

解
毒

も
の
で
　

人



問
の
理
性

の
及
ば
ざ
る
斐

・
理
的
嶺

域
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
等

の
羅

す

る
財
産
と
自
由
の
概
念
及
び
・
・
れ
と
調
和
芸

租

税
の
概
念
が

「純
粋
」

で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
の
封
立
物
た
る
構
力
と
牧
奪
及
び

一
切
の
矛
盾
に
み
ち
一匁

た
現
實
を
含
ま
ざ
る
抽

.

象
的
な
空
虚
な
概
念
と
な
る
。
こ
の
棲
力
と
自
由
の
イ
ズ
ム
の
不
幸
な
封
立
は
租
税
思
想
史

の
中
に
様

々
の
形
を
と
っ
て
現
れ
て
ゐ

・
。

例

へ
ば
+
七
世
紀
に
繁

.
ブ

ス
撮

し
て
・
ヅ
・
、

+
八
世
紀
に
は
、
語

義

塒

し
て
馨

的
富

岳

が
現
れ
た
様

に
、
十
九
世
紀
か
ら
廿
世
紀
に
か
け
て
、
有
機
的
国
家
論
を
背
景
に
租
税
の
灌
力
性
を
設
ぐ
ド
イ
ツ
講
壇
財
政
學
に
射
し
て
租
税
の

羅

慧

濟
的
雰

配

〔.」
註

+
八
世
紀
政
重

・
租
税
利
霧

・
舞

理
論
・
以
・
巧
妙
徳

装

・
た
・
・
で
あ
・
)
を
説

く
ザ
・
ク

ス
・
リ

ノ

ド

ノ

た

に

ジ

ニ

コ

よ

　

ト

・、
ク

ー
九

ウ
イ

ク
セ

ル
等

々
が
現
れ

た
。

こ

の
凱
立

の
歴
史

を
通

じ

て
租

税
論

の

「
理
論
性

」

を
擁
護

し
や
う
と
す

る
姿
勢

を
と

る

の
は
大
抵

の
望

。
自
皇

霧

雨

で
あ
っ
た
。
私

は
決

し

て
・

の
自
由
轟

の
則
か
ら

の
楚

立
を
租
税

理
論

の
麓

か
ら
見

て
無
意
義

な
も

の
だ
と
霧

へ
な

い
,
併

し
み
、
芝

「
理
論
」

の
名

に
於

て
勢

の

・
・多

ζ

・
と
調
和
論

が
薯

出

さ
れ

て
み

る

の
責

落

し

て
は
な
ら

な
い
。
重
農
法
相
.税
論

の
基
.礎
問
題

の
黍

は
葦

に
か

う
し
董

柄
を

示
唆

し
て
く
れ

る
の
で
あ

る
・

追
記

本
稿
で
・
紙
面
の
都
A、
上
、
霊
鑑

租
税
論
・
し
て
普
通
論
・
・
れ
て

…

器

論
・
の
・
の
　

も
・
む
・
う
そ
の
北月
後
の
思
想

の
検
討
に

力
を
注
が
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
.、
の
方
面
は
從
乗
始
ん
ど
藷

・
れ
て
る
た
も
の
で
あ

・
だ
け
に
・
本
稿
妻

喬

ら
か
の
意
讐

}も
弄

る
だ

ら
う
。
併
。
實
は
器

論
も
震

災

れ
な
け
れ
ば
、
重
嚢

鋸

論
の
核
心
函

か
に
・
た
・
雲

へ
な
い
・
羅

論
の
理
論
的
・
技
術
的
・
性

質
、
特

に
常
時
ボ
ー
バ
ン
の
「
王
國
十
分
の

「
視
」
と
の
差
違
に
つ
い
て
は
他

の
機
會

に
論
じ
ゃ
う
。

重
農
沢
粗
粉
論
の
真
誠
礎
問
題
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